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研究成果の概要（和文）：　日本に生まれ育ち定住する外国人が急増している状況の中で，外国人児童・生徒の
教育・進路の実態や，彼らを指導する教員の意識等に関する調査を行った。調査地域は，外国人労働者が多く暮
らす静岡県浜松市などである。浜松市立高等学校のインターナショナルクラスの調査では，日本に暮らす外国人
生徒の夢や希望などを知ることができた。また，外国人生徒への高校入試の優遇措置を題材として，葛藤を通し
た多文化共生観・社会的統合観の育成をめざす授業モデルを開発した。

研究成果の概要（英文）：Foreigners who were born and raised and settled in Japan are rapidly 
increasing now. I conducted a survey on the actual conditions of education and career of foreign 
children and the consciousness of teachers who lead them. The survey area is Hamamatsu City in 
Shizuoka Prefecture where many foreign workers live. At the Hamamatsu Municipal High School 's "
International Class" survey, I was able to know the dreams and hopes of foreign students living in 
Japan. And I developed a lesson model based on the preferential treatment of high school entrance 
examination for foreign students. It is a class aiming to train multicultural coexistence view and 
social integration view through mental conflict.

研究分野： 社会科教育学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
グローバル化の波が日本にも押し寄せる

中、1989 年の「出入国管理及び難民認定法」
の改正を契機に、南米日系人労働者の来日・
就労が急増した。当初は短期就労を目的とし
た単身での来日であったが、その後家族を帯
同した長期の就労となり、2008 年のリーマン
ショックによる混乱を経て、現在では定住化
が進行している。それに伴い、外国人労働者
子女の教育問題も深刻さの度合いを増して
いる。この問題は、日本社会における貧困の
再生産と社会的排除に直結する。 
筆者は、2015（平成 27）年 4月に香川大学

教育学部に赴任するまで、外国人集住都市と
して知られる静岡県浜松市において、約 28
年間にわたり、国公立中学校の社会科教員と
して勤務した。浜松市には、日系ブラジル
人・ペルー人、中国人、フィリピン人、ベト
ナム人など、多くの外国人労働者とその子ど
もたちが暮らしており、筆者の担当した学
年・学級には、ほぼ毎年、外国籍の生徒が所
属していた。とりわけ、南米系外国人子女の
多くは、不安定な家庭環境、日本語の語彙力
の不足による低学力、貧困、文化的差異等の
不利な状況の下で、独特のコミュニティをつ
くりながら生活を送っている。日本に生まれ
育ち、普段の生活にあまり支障のないように
見える子どもたちでも、中学生になると、高
校への進学や職業への関心が芽生えるとと
もに、将来への不安と失望感・諦念観が漂い
始める。 
一方、日本の社会は、これ以上急激な人口

減少と東京一極集中が進めば、消滅する自治
体が多数発生するという衝撃的な報告もあ
り、人口減少への対策として、海外からの移
民の積極的受け入れも検討されている。グロ
ーバル化、少子高齢化、人口減少は三位一体
となって押し寄せており、日本社会は大きな
転換期を迎えている。これらは、将来の日本
社会の在り方を考える上で非常に重要な問
題であり、教育の果たすべき役割も大きい。 
リーマンショックは、外国人子女の教育・

進路問題を捉える上で、画期となるできごと
であった。リーマンショック以前における外
国人子女の教育状況の実態を調査した研究
としては、志水・児島①、樋口②、吉田③、結
城他④、志甫⑤などによるものがある。また、
リーマンショック後の浜松市の教育状況を
調査したものに、藤浪⑥、池上⑦による報告等
がある。リーマンショック後も日本に留まっ
た外国人労働者子女のほとんどは、日本での
定住の道を選び、日本社会の永続的な構成員
となっている。そのため学齢期の問題だけで
なく、学齢期終了後の進路状況を把握するこ
とが必要となる。しかし、従来の研究では、
学齢期の外国人子女の教育問題は明らかに
されてきたものの、中学校卒業後の動向につ
いての調査は十分にはなされていない。日本
の教育制度で育った外国人子女が、その後ど
のような人生を歩み、どのような社会層を形

成しているのか、ということを明らかにする
ことは、教育の在り方を見直すとともに、今
後の日本社会の在り方を構想する上で急務
の課題である。 
 社会科教育における外国人労働者問題を
教材化した事例としては、藤原⑧によるシミ
ュレーション教材の開発や、峰⑨による実践
研究などがある。また、南浦⑩は、文化形成・
文化的統合の視点から、外国人児童生徒のた
めの社会科教育の在り方を体系的にまとめ
ている。しかし、これまで外国人子女の生活
や教育の実態を見据え、社会的排除と包摂、
社会的公正の観点から踏み込んで、子どもた
ちに社会の在り方を問うた実践はほとんど
ない。そこで、本研究ではアメリカのアファ
ーマティブ・アクション（積極的差別是正措
置）を参考に、高校入試外国籍生徒特別枠制
度を題材として教材開発を行うこととした。 
 
２．研究の目的 
日本社会が急速に変化する中で、市民的資

質の育成を図るべき社会系教科の教材開発
の在り方について、改めて検討する必要が生
じている。筆者は、社会的公正と多文化共生
の観点から、社会の在り方を問う新たな教材
開発の試みとして、本研究に取り組んだ。 
外国人子女の教育や進路等に関する実態

調査を行うとともに、その成果に基づき、外
国人子女への優遇措置に関する仮想裁判等
を題材として、葛藤を通した多文化共生観・
社会的統合観の育成を図る授業モデルを開
発した。単元開発にあたり、日本に生まれ育
ち定住する南米系外国人子女が急増してい
る状況の中で、社会の変化に対応した新たな
教材開発を行い、以てグローバル化、少子高
齢・人口減少社会の進展下における学習者の
多文化共生観・社会的統合観及び社会的構想
力の育成に資することをめざした。  
  
３．研究の方法 
平成 27・28 年度の 2 年間の研究期間にお

いて、以下のように基礎的調査・研究及び教
材開発を行った。 
(1)基礎的調査・研究 
①外国人子女の教育に関する実態調査 
  外国人子女に関する教育問題の全般的
状況を把握するため、調査対象地域を外国
人労働者が集住する静岡県浜松市・磐田市、
群馬県大泉町を調査地域とした。調査対象
地域の教育委員会、国際交流協会、市立高
等学校、外国人支援団体等において、（ア）
日本語・母国語それぞれの理解度・習熟度、
（イ）学校及び市役所等の公的機関におけ
る日本語の習得支援、取り出し授業、通訳
による支援、生活・学習に関わる相談体制、
支援団体との連携などの状況、（ウ）進路
希望及び進学・就職状況、（エ）学校生活
でのトラブル、学校・職場への適応、（オ）
外国人生徒への優遇措置の有無、などに関
する調査を行った。 



②定住外国人青年の現状 
事例研究として、浜松市において、かつ

て教えた外国人子女から、現在の状況や進
路（進学、職業）、日本社会に対する意識
などについて、聞き取り調査を行った。 

③高校入試外国籍生徒特別枠制度 
浜松市立高等学校インターナショナル

クラスに通う外国人子女の学習状況や進
路等について、担当教員及び生徒から聞き
取り調査を行った。人種差別の是正を主眼
とするアメリカのアファーマティブ・アク
ションとは異なるが、インターナショナル
クラスは類似の制度である。同校は、静岡
県西部地区で有数の進学校の一つである。
自治体が、進学校でこうした制度を実施す
ることは、全国的にも珍しいケースである。 

④教育現場の教師へのアンケート調査 
浜松市の社会科教員を対象に、外国人子

女の教育に関するアンケート調査を実施
し、学校現場の現状把握に努めた。 

 
(2)基礎的調査に基づく教材開発 
 上記(1)の調査に基づき、中学校社会科公
民的分野の単元「日本社会の変化と多文化共
生」（3 時間）を構想し、授業実践を行った。
開発にあたっては、ⅰ）グローバル化・人口
減少社会・少子高齢化の進展、ⅱ）社会的排
除と貧困の再生産、ⅲ）当事者意識の醸成、
ⅳ）社会的公正と多文化共生の観点、という
4 つの点に着目した。題材として、外国人入
店拒否事件や高校入試における外国人子女
への優遇制度を扱った。教材化にあたり、ア
メリカのホッブウッド裁判等を参考にしな
がら、日本における架空の県・高校・裁判を
想定し、生徒が裁判官になったと仮定して、
判決とその理由（法的・倫理的根拠）を考え、
討論・意思決定を行う学習過程を編成した。 
授業実践は、香川大学教育学部附属高松中

学校第 2学年生徒 3クラス 119 名（このうち
欠席 3 名、全生徒日本国籍）を対象として、
2016 年 3 月 7 日・8 日・9 日に行った。第 1
時では、1998 年に静岡県浜松市で起きたブラ
ジル人女性客への宝飾店入店拒否事件を取
り上げた。同事件は、宝石の購入を考えて店
内のショーケースを眺めていた女性客に対
し、その動きを不審に思った日本人店主が店
から出ていくように迫ったことでトラブル
となったものである。女性客は、不法行為（人
種差別）と名誉棄損を理由に 150 万円の賠償
を求めて静岡地方裁判所に訴えを起こし、翌
年、原告全面勝訴の判決が下された。生徒に
配布した法的な資料は、日本国憲法、世界人
権宣言（一部）、国際人権規約（一部）であ
る。生徒たちには、原告の訴えを認めるか、
それとも退けるかという選択を裁判官の立
場から判断させた。  
 第 2時では、外国籍生徒特別枠制度を題材
とし、公立高校の入学試験において、学力検
査や調査書の点数が勝るにもかかわらず不
合格となった日本人生徒が、自分より低い点

数で合格した外国籍生徒の存在を知り、県に
不合格の取り消しを求めて裁判を起こした
とする仮想の裁判を題材とした。日本人生徒
による不合格取り消しを求める訴えは、個人
の問題というよりも制度の在り方の是非を
問いかけるものである。生徒には、特別枠制
度のもつ社会的意義について考えさせた。 
  第 3時では、第 1時と第 2時で行った選択
を四象限マトリクス上に位置づけさせ、自己
の選択の背後にある価値意識を考えさせた。
四象限マトリクスにおける価値（社会の見
方・考え方）の方向性について、横軸を第１
時の判決ア（平等権の重視）とイ（自由権、
営業権）、縦軸を第 2時の判決 a（形式的平等）
と b（実質的平等）とし、アとイ、ａとｂが
それぞれ対立させた。第Ⅰ象限（ア―b）は、
平等の理念を重視するとともに、社会的に不
利な人々を救済（実質的平等≒社会的公正）
しようとする立場である。第Ⅱ象限（イ―b）
は、平等の理念よりも店側の営業権（経済活
動の自由）を重視するが、社会的に不利な
人々に対して特別な配慮をする立場である。
第Ⅲ象限（イ―a）は、平等の理念よりも営
業権を重視するとともに、実質的平等よりも
形式的平等を優先する立場である。第Ⅳ象限
（ア―a）は、平等の理念を重視しつつも、
形式的平等を優先する立場である。2 つの選
択・判断を組み合わせ、価値（社会の見方・
考え方）を明確化することにより、内在する
矛盾・葛藤に気づかせ、自己洞察へと導いた。 
事前・事後アンケートやワークシートの記

述をもとに、葛藤を通した多文化共生観・社
会的統合観の形成へと至る学習過程の有効
性について検証した。多文化共生観の形成に
ついては、葛藤や迷いを経て受容性を喚起し
たという点で一定の効果が見られた。生徒た
ちの記述からは、葛藤しつつも、外国人を受
容し、共生社会を築いていこうとする意思の
表出を捉えることができた。しかし、外国人
に対し、日本人と同程度の活躍・社会参画の
機会と権利を保障するという意味での社会
的統合観の形成については、萌芽が見られた
段階にとどまった。授業の手だての面では、
ほとんどの生徒が、裁判官の立場に立つこと
によって、法的な根拠に基づいて客観的に思
考し判断しようという姿勢で学習に臨んで
いた。とくに第 2時では、仮想の裁判とはい
え、生徒たちの問題関心が高く利害に関わる
内容であるため、特別枠制度に否定的な判決
である aを選ぶ者が多いと思われたが、予想
に反して bを選択した者が多数を占めた。自
己洞察を通して、自由、形式的平等、実質的
平等、社会的公正などの価値に基づく社会の
見方・考え方に迫ることができていた。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果と課題は、次の(1)～(4)のよ
うにまとめることができる。 
(1) 浜松市立高校のインターナショナルク
ラスが、夢と希望を語ることのできる場とな



っていることから、高校入試特別枠制度の有
効性を確認した。 
 
(2)中学校社会科教員へのアンケート調査に
より、学校現場で教育に携わる当事者が感じ
ている制度上の問題点等を明らかにした。 
 
(3)葛藤を通した多文化共生観・社会的統合
観の形成を図る教材開発の実践事例を示し
た。その際、教材開発に向けた調査を行う過
程で、以下のような課題が明らかとなった。 
①国際交流協会や行政機関と、外国人労働者
を雇用する企業との間に、直接的な関係が
ほとんど確認できない。 

②教育委員会は、高校卒業後の外国人子女の
進路・就職状況を把握していない。 

③外国人子女の多くが、就職の際にハローワ
ークを通さず縁故等によって職場を見つ
けるため、公的機関が彼らの動向を把握で
きていない。 

④学校は、企業が求める人材の資質・能力・
職業倫理等を把握できていない。 

⑤社会系教科において、現在及び過去の日本
人の職業倫理に関する学習がほとんど行
われていないため、キャリア教育・倫理教
育が現実の社会状況とは遊離したものと
なっている。 

⑥多くの外国人子女が、将来に希望を見出せ
ず諦念観を抱いている。とくに日系 4世の
若者を中心に、帰属をめぐる新たな問題が
顕在化している。 
 

(4)上記(3)の課題①～⑥を受けて、今後は主
に次のような点に取り組み、グローバル社会
における職業倫理観の具体像を明らかにす
るとともに、その形成に関する総合的カリキ
ュラムの開発をめざしたい。 
①外国人労働者を雇用する企業を対象とし
て、求める人材の資質・能力・職業倫理、
外国人と日本人の違い、学校に求める教育
などに関する事柄を調査する。 

②外国籍の若者による多文化交流グループ、
ロールモデルとなる外国籍の大学生や社
会人から聞き取り調査を行う。 

③静岡県西部地域における報徳思想と社会
進化論の展開に着目し、日本人の職業倫理
形成について、近代成立期から現代に至る
歴史的過程を調査する。 

④キャリア教育・職業倫理教育の視点から、
社会科、総合的な学習、道徳、特別活動を
融合したカリキュラム開発と中学校での
授業実践・分析を行う。 
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